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１．対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域 

 対象鳥獣  ニホンジカ イノシシ ニホンザル ツキノワグマ ハクビシン カラス 

 計画期間  令和５年度～令和７年度 

 対象地域  長野県伊那市 

 

２．鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針 

（１）被害の現状（令和３年度） 

鳥獣の種類 
被害の現状 

品 目 被害数値 

○イノシシ ○水稲 

〇雑穀 

〇野菜 

         1,008千円    135a 

            60千円     78a 

             463千円     82a 

   小計    1,531千円    295a 

○ニホンジカ ○水稲 

○麦類 

〇豆類 

〇雑穀 

○果樹 

○野菜 

 

756千円    253a 

46千円    134a 

641千円    216a 

150千円   146a 

2,779千円    119a 

5,561千円    330a  

小計     9,933千円  1,198a 

○ニホンザル ○水稲 

〇雑穀 

○果樹 

○野菜 

 

62千円     15a 

11千円     10a 

1,117千円     69a 

1,151千円     65a 

小計    2,341千円    159a 

○ツキノワグマ 〇野菜 407千円     62a 

小計      407千円     62a 

○ハクビシン 〇果樹 

○野菜 

 

34千円     10a 

1,044千円    148a 

小計     1,078千円    158a 

〇その他獣類 〇野菜 

 

  21千円      7a 

小計        21千円      7a 

○カラス ○水稲 

○果樹 

○野菜 

 

50千円     80a 

180千円     46a 

39千円     14a 

小計       269千円    140a 

○スズメ 

 

○水稲 53千円     88a 

小計       53千円     88a 
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○ムクドリ 

 

○果樹 21千円    24a 

小計       21千円    24a 

○ヒヨドリ 

 

○果樹 16千円    32a 

小計       16千円    32a 

〇その他鳥類 

 

〇果樹 

 

27千円    31a 

小計        27千円    31a 

合  計】 ○水稲 

○麦類 

○豆類 

○雑穀 

○果樹 

〇野菜 

1,929千円   571a 

46千円   134a 

641千円   216a 

221千円   234a 

4,174千円   331a 

8,686千円   708a 

合計    15,697千円  2,194a 

 

（２）被害の傾向 

（１） 生息状況と被害の発生場所、被害の状況 

 【獣類】 

①イノシシ ：市の山麓全域に生息し、食害だけでなく踏み倒しによる被害も多い。 

 ②ニホンジカ：市の山麓全域に生息している。南アルプス地域を中心に高山帯への進出

も確認されている。また、森林や高山植物の被害も増加している。 

③ ニホンザル：全域に生息しているが、東南部は比較的少ない様である。 

④ ツキノワグマ：中央アルプス地域に多く生息しており、夏季になると出没が相次ぐ。ト

ウモロコシの被害が多い。 

⑤ ハクビシン：市内全域で見られる。民家の屋根裏に巣を作ることもある。野菜の被害

が多い。 

【鳥類】 

・カラスは全域で見られ、大きな集団を形成して活動することもある。果樹の被害が 

多い。 

  ・スズメの水稲等の被害のほか、ここ数年ムクドリ、ヒヨドリによる果樹被害が発生してい

る。 

（２） 被害の発生時期 

・シカ、イノシシ、鳥類による被害は、春の作付けから収穫期まで継続し発生している。 

・ツキノワグマ、ニホンザル、ハクビシンは収穫期に被害の発生が集中している。 
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（３）被害の軽減目標 

対象鳥獣 
現状値（令和３年度） 目標値（令和７年度） 

被害面積（a） 被害金額（千円） 被害面積（a） 被害金額（千円） 

イノシシ 295 1,531   250 1,301 

ニホンジカ 1,198 9,933   1,018 8,443 

ニホンザル 159 2,341   135 1,989 

ツキノワグマ 62   407   52 345 

ハクビシン 158  1,078   134 916 

カラス 140 269  119 228 

合 計 2,012  15,559  1,708 13,222 

 

（４）従来講じてきた被害防止対策 

 従来講じてきた被害防止対策 課題 

捕 獲 等

に 関 す

る取組 

 

 

○猟銃、檻、わなによる捕獲を猟友

会に委託。 

令和３年度実績 

ニホンジカ：1,605頭、イノシシ：20頭 

ハクビシン：115頭、カラス：439頭 

ニホンザル：115頭 

○国庫補助等活用し捕獲檻等購入し

猟友会へ貸与。 

令和３年度実績 

くくり罠27基購入、 

熊用ドラム缶檻4基購入 

○銃猟、わな免許取得者及び更新者

、残渣処理施設等への補助金交付。 

令和３年度実績 

新規取得者 8 人、更新者 86 人 

○銃を所持している猟友会員の減少が

課題になっている。 

〇高齢化に伴い、罠見回りに負担を感じ

る猟友会員が増加している。負担軽減が

課題である。 

○猟友会員は捕獲のほか捕獲後の処理

も行っており、捕獲数が増えるにつれ負

担が増している。 

○ニホンジカについて、警戒心が強い個

体が増え、捕獲や個体数の把握が困難

になってきている。 

防 護 柵

の 設 置

等 に 関

す る 取

組 

○防護柵の設置を継続して行ってい

る。 

令和３年度実績 

防護柵Ｌ=393.4m 設置（横山地区） 

 

 

〇耕作者が高齢化し設置及び管理が困

難な地域もある。道路等の開口部よりの

進入防止が課題である。防護柵に電気

柵等の嵩上げを行なってもニホンザルの

進入を防ぐことは困難である。 

生 息 環

境 管 理

そ の 他

の取組 

〇緩衝帯整備を継続して実施して

いる。 

令和３年度実績 

緩衝帯整備 1.6ha(西町小黒) 

〇下草刈等の処理が行われていない放

置山林が増加している。今後も継続し

て緩衝帯整備を実施し、クマの隠れ場

所を減らす必要がある。 
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（５）今後の取組方針 

鳥獣による被害は恒常化してきており、営農意欲の低下を通じて耕作放棄地を増加さ

せ、更なる被害を招く悪循環を生じさせている。伊那市では野生鳥獣による農林生産物被

害対策を重要課題としており、防除対策をより効果的にするため、被害状況を的確に把握

し総合的に取組を実施していく。また、地域ぐるみの実施体制を整備するとともに人材の

育成に取り組んでいく。 

 （１）被害状況の把握と効果的な対策の策定 

従来から農林業者からの報告に基づき把握してきたが、報告されない場合も多いこと

から、被害状況を正確に把握する体制を整え、より効果的な対策を策定していく。 

 （２）実施体制の整備 

猟友会は捕獲の担い手としての役割を担ってきたが、銃所持の会員が減少傾向にあ

ることから、免許取得時の支援やワナセンサーの導入等により会員の負担を軽減する

とともに各地域の猟友会の連携を図っていく。また、市報等の広報手段により個人で行

える対策の周知を行い、防除意識を高めながら、地域全体で取り組む体制を整備して

いく。 

 （３）総合的・広域的な被害防止対策の実施 

捕獲による個体数調整・緩衝帯整備・森林整備・防護柵の設置・追い払い等様々な

対策を総合的かつ広域的に実施していく。 

 （４）防除対策の検証 

実施した被害対策について効果を検証し、データを蓄積しながら原因究明を図り、よ

り効果的に対策を実施していく。 

 （５）ジビエ振興等 

   民間企業にて建設される市内の獣肉処理加工施設において、捕獲個体のジビエ活

用により捕獲の推進を図り、農林業被害の軽減等を目指す。 

 

３．対象鳥獣の捕獲等に関する事項 

（１）対象鳥獣の捕獲体制 

・伊那地区、高遠地区、長谷地区の猟友会員を伊那市鳥獣被害対策実施隊員として任命。 

実施隊員（法定要件及び協力基準該当者）を指名し、個体数調整及び有害鳥獣捕獲を実

施する。 

・上伊那農業協同組合、認定農業者、集落営農組織等へ被害状況の聞き取りを行い、被害

状況の正確な把握に努める。 

・猟友会員へ有害鳥獣の分布について聞き取りを行い、加害個体の状況把握に努める。 

 

（２）その他捕獲に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和５年度 
ニホンジカ 

イノシシ 

・捕獲用機材の整備事業（くくりわなの購入）を実施し、猟友

会へ貸与していく。 

・檻罠等による捕獲や被害地域への防護柵設置拡充など複

合的に対策を実施していく。 
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ニホンザル 
加害群（個体）の把握に努め、檻等による捕獲、追い払い、

防護柵設置拡充など複合的に実施していく。 

ハクビシン 
捕獲用機材の整備事業（箱罠の購入）を実施し、猟友会へ

貸与していく。 

カラス 加害個体を把握し捕獲、追い払い機材等の導入を進める。 

令和６年度 同上 同上 

令和７年度 同上 同上 

 

（３）対象鳥獣の捕獲計画 

 捕獲計画数等の設定の考え方 

捕獲計画数については、長野県が定める鳥獣保護管理事業計画との整合性を確保しつつ

、鳥類も含め過去の捕獲実績及び農林業被害状況、生息状況を勘案した中で状況に応じ

た捕獲を実施する。 

ツキノワグマについては、農林業被害状況等勘案し対応する。 

 

過去の捕獲実績（平成２８年度～令和３年度） 

対象鳥獣 
捕獲頭数（有害鳥獣捕獲分） 

H２８年度 H２９年度 H３０年度 Ｒ１年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 

ニ ホ ン ジ

カ 
１,１７０ １,２６７ １,５３８ １，７１８ １，５６８ １，６０５ 

イノシシ １０６ ９１ １２２ ９１ ２２ ２０ 

ニ ホ ン ザ

ル 
１１３ １１７ ８４ １４３ １２０ １１５ 

ハ ク ビ シ

ン 
７６ ７８ ６５ ８４ ９１ １１５ 

カラス ４３１ ７１９ ４１８ ３０９ ３００ ４３９ 

 

捕獲計画（令和５年度～令和７年度） 

対象鳥獣 
捕獲計画数等（狩猟捕獲分を含む） 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ニホンジカ ２,０００頭 ２,０００頭 ２,０００頭 

イ ノ シ シ ５０頭 ５０頭 ５０頭 

ニホンザル １５０頭 １５０頭 １５０頭 

ツキノワグマ 必要頭数 必要頭数 必要頭数 

ハクビシン １５０頭 １５０頭 １５０頭 

カ ラ ス ５００羽 ５００羽 ５００羽 
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 捕獲等の取組内容 

従事者による銃器、わな、檻による有害鳥獣捕獲を行う。 

銃器による捕獲活動は、農林水産業従事者と連携し、被害状況の把握に努め、効果のあ

る捕獲活動（一斉捕獲等）を行う。 

わな、檻の捕獲活動は、農林業従事者との協力の上、効果的と考えられる場所へ設置す

る。 

○ニホンジカ：銃、わな、檻等での捕獲を通年行う。（市内全域、一斉捕獲実施） 

○イノシシ：銃、わな、檻等での捕獲を通年行う。（伊那市西春近） 

○ニホンザル：銃、檻での捕獲等を通年行う。（市内全域） 

○ツキノワグマ：檻等での捕獲を６月から１０月末まで行う。（伊那市竜西地区） 

○ハクビシン：わな、檻等での捕獲を通年行う。（市内全域） 

○カラス：檻、銃等での捕獲を通年行う。（伊那市西箕輪、ますみヶ丘） 

 

ライフル銃による捕獲等を実施する必要性及びその取組内容 

従事者が接近できない場所に出没した大型獣（ニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマ）を捕獲

する場合に使用する必要があり、特に大型獣の有害捕獲においては、捕獲中に従事者に

危害を及ぼす可能性があるため、射程の長いライフル銃を使用することで、その安全を確

保しつつ捕獲の成功率を高めることができる。  

ライフル銃は、次の条件を設け有害捕獲に使用することとする。 

（1）捕獲対象が、ニホンジカ、イノシシ及びツキノワグマ等の大型獣であること。  

（2）鳥獣捕獲許可証及び従事者証に記載されている期間内及び場所であること。 

（3）人身被害発生の可能性がある等の緊急時において、ライフル銃以外の手段では従事

者の安全を確保した捕獲を実施できない場合であること。 

（4）地理的条件等からライフル銃以外の手段では捕獲を実施できない場合であること。 

（5）その他、ライフル銃の使用について警察等の了解が得られた場合であること。 

 

（４）許可権限委譲事項 

対象地域 対象鳥獣 

伊那市内 ニホンジカ、イノシシ、カラス、ハクビシン 

 

 

４．防護柵の設置等に関する事項 

（１）侵入防止柵の整備計画 

対象鳥獣 
整備内容 

令和５年度 令和６年度 令和７年度 

ニホンジカ 

イノシシ 

ニホンザル 

○鋼製網フェンス  

【合計】Ｌ＝160ｍ 

西春近小屋敷にて実

施 

○鋼製網フェンス  

【合計】Ｌ＝1,000ｍ 

令和５年度要望を踏

まえ実施個所決定 

○鋼製網フェンス  

【合計】Ｌ＝1,000ｍ 

令和６年度要望を踏ま

え実施個所決定 
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（２）侵入防止柵の管理等に関する取組 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和５年度 

ニホンジカ 

イノシシ 

ニホンザル 

ハクビシン 

カラス 

○2戸以上の農家を対象に、自己防衛のための電気柵及

び防護柵、防鳥網の設置を推進。 

〇地元地区と共同で侵入防止策の破損などの確認、管

理、修繕を実施する。 

令和６年度 同上 同上 

令和７年度 同上 同上 

 

５．生息環境管理その他被害防止施策に関する事項 

年度 対象鳥獣 取組内容 

令和５年度 

ニホンジカ 

イノシシ 

ニホンザル 

ハクビシン 

カラス 

○放置果樹除去対策としての広報や指導を推進。 

○中山間地を中心に緩衝帯整備の推進。 

○農作物被害の集計だけではなく、現地調査等情報の収

集に努める。 

○加害個体（群れ）をできる限り把握し、効果的な捕獲に

努める。 

〇上伊那農業協同組合、認定農業者、集落営農組織等へ

被害状況の聞き取りを行い、被害状況の正確な把握に努

める。 

〇猟友会員へ有害鳥獣の分布について聞き取りを行い、

加害個体の状況把握に努める。 

令和６年度 同上 同上 

令和７年度 同上 同上 

 

６．対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じる

おそれがある場合の対処に関する事項 

（１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役割 

伊那市 

地域住民への注意を喚起するともに、関係者間との情

報の共有化を図る。また、住民へ情報の提供を行う。必

要に応じて、学校関係者等と連携しながら児童・生徒の

安全を図る。 

伊那市鳥獣被害対策実施隊 

(伊那・高遠町・長谷猟友会) 
緊急体制により迅速に捕獲体制をとる。 

上伊那地域振興局 林務課 個体数許可の迅速な対応を図る。 

伊 那 警 察 署 地域住民への注意の喚起及びパトロールの実施 
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（２）緊急時の連絡体制 

 

７．捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項 

・捕獲し駆除した鳥獣の埋設処理を市内の残渣処理場にて実施する。 

・食肉加工施設にて、捕獲したニホンジカの食肉としての利用を実施する。 

・イノシシやニホンジカについては捕獲後出来るだけ自家消費に努めるこ

ととするが搬出が困難な場所では現場埋設するなど状況に応じた処理を行

う。 

 

８．捕獲等をした対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項 

（１）捕獲等をした鳥獣の利用方法 

食品 民間企業が運営予定の食肉加工施設にて食品としての鳥獣利用

を促進する。 

名古屋圏及び上伊那地区にてジビエの流通を目指す。 

 

上伊那地域振興局 

林務課林務係 

伊那市 耕地林務課 

  農政課 

伊那市鳥獣被害対策実施隊 

伊那警察署 

伊那市教育委員会 

伊那市子育て支援課 

近隣市町村（駒ケ根市・箕

輪町・南箕輪村・宮田村） 

上伊那農業農村支援セン

ター 農業農村振興課 

長野県林務部 

森林づくり推進課 

鳥獣対策対策室 

各小中学校 

各保育園 
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（２）処理加工施設の取組 

・民間企業にて、食肉処理施設の整備を実施中である。完成後は民間企業に

て施設の運営を行う。 

・年間３００頭の処理を目標とする。 

・食肉処理加工施設にニホンジカを搬入した実施隊員に対し、９千円/頭の

捕獲奨励金の支払いを実施。 
 

９．被害防止施策の実施体制に関する事項 

（１）協議会に関する事項 

協議会の名称 伊那市有害鳥獣対策協議会 

構成機関の名称 役割 

伊那市 耕地林務課・農政課が事務局を担当 

上伊那農業協同組合 被害報告の窓口、技術指導 

伊那市議会 鳥獣害対策関する施策の対応 

伊那市農業委員会 被害状況の把握 

猟友会 有害鳥獣捕獲の実施、生息状況等の情報提供 

長野県農業共済組合 

南信地域センター 上伊那支所 
農作物被害の補償、助成事業、機具の貸し出し 

上伊那森林組合 森林被害および生息状況の情報提供 

信州大学農学部 生息状況の分析、対策の研究と提言 

上伊那地域振興局 林務課 広域的な防除体制の構築 

上伊那農業協同組合 

中部営農センター 
水稲、野菜、果樹などの被害状況の取りまとめ 

伊那地区 区長会長 地区内の被害状況の把握 

高遠地区 区長会長 地区内の被害状況の把握 

長谷地区 区長会長 地区内の被害状況の把握 

南信森林管理署 国有林の被害及び生息状況の情報提供 

 
 

（２）関係機関に関する事項 

関係機関の名称 役割 

上伊那農業農村支援センター 間連施策の情報提供及び県補助事業の相談窓口 

伊那市農業振興センター 農業者自らできる対策の作成と情報提供 

南アルプス食害対策協議会 
南アルプスの食害対策のため、国、県、市町村、研究機

関が連携する組織 

中央アルプス野生動物対策 

協議会 

中央アルプスの食害対策のため、国、県、市町村、研究

機関が連携する組織 

上伊那野生鳥獣被害対策チーム 
野生鳥獣に関する保護管理を適正かつ効果的に実施す

る。 
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（３）鳥獣被害対策実施隊に関する事項 

伊那市鳥獣被害対策実施隊 

規模 １９３名（令和４年度） 

構成 伊那・高遠町・長谷猟友会の会員 

内容 鳥獣被害対策実施隊による捕獲、追い払いの実施 

 

（４）その他被害防止施策の実施体制に関する事項 

・伊那市農業振興センターでは、農業者の自己防衛方法を取りまとめ農家への指導を 

 行っている。 

 

10．その他被害防止施策の実施に関し必要な事項 

・市報等の広報誌にて、作付けの工夫、作物残さの処理など各農家で行える取組の啓発を

進める。 

 


